
環境基本計画等の改定は実践的で
即効性のある計画に

目黒区全域を
芸術文化の香りあふれる街に！

日本共産党目黒区議団　斉藤 優子  議員

フォーラム目黒（立憲民主・無所属の会）　鴨志田 リエ  議員

再エネ（※１）を自給し、自立分散型エネ
ルギーでカーボンニュートラル（※２）実
現に向けたビジョンを策定せよ
問 �（１）冷暖房設備を集中型から省エ
ネに適した小口、分散型へ。（２）既
存の区有施設にも再エネ電力を導
入せよ。

区長　（１）個々の施設の状況や特性に
応じて整備していく。（２）検討できるか

大規模施設や２４の学校の建て替え
は、目黒の街を進化させる好機である
問 �目黒区美術館が発信してきた芸術
文化の香りを建て替える区民セン
ターの敷地全体にどう広げるか問
う。

区長　芸術やスポーツ、学びやレクリ
エーション、憩い等が享受できる「新し

建築関連業者で構成する目黒区住宅リ
フォーム協会の会員による「住宅増改
修相談」事業を引き続き実施する。
みどりの保全
問 �（１）区民センター公園の貴重な樹
木を維持し増やせ。（２）保存生垣の
助成要件を１０ｍ以上に緩和せよ。

区長　（１）みどりの条例に基づく樹木
の保全や緑化計画などの基準を踏ま
え、魅力ある公園づくりに取り組む。
（２）今後予定しているみどりの実態調
査で、必要性も含め検討する。

に検討する。建て替え後も、企画展の
開催、ワークショップの充実、区民ギャ
ラリーでの作品発表の機会を提供する
とともに、広く美術館の魅力を情報発
信していく。
問 �アート作品は多くの人に共有され
るべきである。美術館所蔵作品を
区有施設にも展示し、区民がアート
を身近に楽しめる空間を創出せよ。

区長　所蔵作品の有効活用は、引き続
き検討していく。
問 �建設中にアートの力で街の風景を
変える仮囲いアートを工事期間中

今後の調査研究課題としたい。
問 �（１）省エネ学習や啓発を強めよ。
（２）区独自で、一目見て省エネ、再
エネ、ＺＥＢ（※３）化が分かるようにＷ
ＥＢ上で周知せよ。（３）民間団体と
協力し相談窓口を設置せよ。

区長　（１）啓発や環境学習の促進に一
層取り組む。（２）分かりやすく周知でき
るよう、今後とも努めていく。（３）区内

い文化・交流の拠点」とするとともに、
敷地全体で芸術文化の香りを感じられ
るように整備を進める。
問 �区民センターと共に建て替え予定
の美術館は、年間１００日閉館であ
る。多様な価値観を認め合うアート
センター・貸館としても活用せよ。

区長　美術館機能整備の詳細は、慎重

に設置し、街の新しい価値を創出
せよ。

区長　個々の施設ごとに判断・検討し
ていく必要がある。
問 �学校建て替え時に芸術文化のエッ
センスを取り入れ、児童・生徒が芸
術文化に親しみ創造力を育む学校
を目指せ。

教育長　子どもたちの豊かな心を育む
環境づくりを念頭に、学校施設更新を
進める。

区政を問う　第2回定例会

一般質問と答弁　要旨
　一般質問は、１０人の議員から広範囲の区政
課題を質問し、区長等から答弁がありました。
　詳細は、ホームページのインター
ネット議会中継（右コード）で録画を
ご覧になれます。

「異例な事態である！」
「学校の先生が足りない！」

「支え合う温かな目黒」をめざして

自由民主党目黒区議団　佐藤 昇  議員

公明党目黒区議団　いいじま 和代  議員

問 �東京都の公立小学校約５０校で、教
員の配置に欠員が生じていた。令
和４年４月、年度初めの欠員は異例
の事態である。今後も教員の育児
休業・病気休職などにより欠員は
増加し、より深刻な状況が見込まれ
る。区は、保護者に教員の働き方改
革の説明と、児童・生徒への影響を
最小限に留めるよう努めよ。

ヤングケアラー（※１）
問 �（１）ヤングケアラー対策の区の進
捗状況を聞く。（２）ヤングケアラー
コーディネーターや訪問事業が必
要である。

区長　（１）ヤングケアラーの社会的認
知度の向上に向けて、要保護児童対策
地域協議会等と連携協力を図りながら
進めている。�（２）関係機関との連携協

問 �ICT技術や補助職員の活用、書式
統一化とデジタル化推進により、介
護の質向上と職員負担軽減を進め
よ。

区長　政府の規制改革推進会議にお
いて議論されており、国の動向を注意
深く見守っていく。
問 �保育施策は、区内の地域ごとのさ
まざまな需要を把握し、エビデンス
に基づき政策立案せよ。

区長　保育需要に見合う定員管理を適
切に行い、安定した施設運営を進める。
「学校の部活動」への取り組み
問 �部活動の地域移行は、学校の実態

区長　（１）環境学習を含め、さまざまな
機会を捉えて、理解の浸透、意識啓発
に取り組む。（２）今後も区民への意識
啓発を図る。
リトルベビーハンドブック
問 �低出生体重児と家族のためにリト
ルベビーハンドブックを作るべきで
ある。

区長　小さく生まれたお子さんの家族
のニーズ把握に努め研究していく。
障がいを知り、共に生きる「あいサ
ポート運動」
問 �支え合う温かな目黒にするため、鳥
取県と協定を結び「あいサポート運

教育長　「目黒区立学校（園）における
働き方改革実行プログラム」を改訂し、
さらなる改善に取り組む。校長に人的
配置に関する具体的な助言をしたり、
教育委員会事務局に在籍する校長経験
者を適時派遣したりするなどの支援を
講じるとともに、東京都教育委員会と
連携し、教員の確保に努める。
「介護職員」の負担軽減

力体制を構築した段階で、ヤングケア
ラーコーディネーターの活用を図るな
ど、順次進めていく。
食品ロス削減・フードドライブ（※2）
問 �（１）子どもたちの環境学習に「食品
ロス」の学習を取り入れるべきであ
る。（２）フードドライブを地域で行
い「もったいないをありがとう」の精
神を目黒中に広げるべきである。

にあった、一過性でない取り組みを
せよ。

教育長　他自治体における実践事例の
分析や、地域スポーツ団体との連携・
協働の在り方等も含め、区長部局と連
携を図りながら、慎重に検討を進める。
デジタル教科書
問 �個別最適な学びと、協働的な学び
の一体的充実を図るよう紙とデジ
タルの長所の組み合わせで授業を
進めよ。

教育長　国の動向を注視し、それぞれ
の良さを生かすよう正式導入に向け検
討を進める。

動」を導入すべきである。
区長　障害者差別解消支援地域協議
会の中で情報を共有し、委員や障害者
団体の意見も伺いながら検討する。

《用語解説》
※1��ヤングケアラー　大人が担うよう
な家事や家族の世話などを日常的
に行っていることで、負担を抱えて
いる、または、子どもの権利が侵害
されている可能性がある18歳未満
の子ども。

※2��フードドライブ　家庭などで余って
いる食品を持ち寄って、福祉施設な
ど必要な方に届ける活動。

《用語解説》
※1��再エネ（再生可能エネルギー）　太
陽光、風力など、永続的に利用でき
るエネルギー源。

※2��カーボンニュートラル　温室効果
ガスの排出を全体としてゼロにする
こと。

※3��ＺＥＢ　省エネルギーによって建物
で使うエネルギーを減らし、太陽光
発電等によって使う分のエネルギー
を作ることで、エネルギーの収支を
正味（ネット）でゼロにするなど、いく
つかの基準を満たすビルのこと。
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「奨学金」と「遊び場」

祖父母たちの日常と、
我々世代の「今」は繋がっている

ICT活用で保育予約や図書貸し出し
の利便性向上を

視点を変え、視界を広げて、
大きく包み込むように

建物の耐震化促進等など
首都直下地震対策の強化を

新風めぐろ　かいでん 和弘  議員

岸 大介  議員

自由民主党目黒区議団　西村 ちほ  議員

公明党目黒区議団　関 けんいち  議員

日本共産党目黒区議団　岩崎 ふみひろ  議員

目黒区奨学金の改善・充実を
問 �目黒区の奨学金制度（※１）は、近年、
利用者が0件～2件と低迷してい
る。その要因は、他団体の行う2つ
の制度と丸被りしているためであ
り、決して学費支援へのニーズが
なくなっているわけではない。給付
型奨学金（※２）の創設を含め、制度
の改善・充実が必要ではないか。

問 �大東亜戦争戦没者への弔意や、名
誉を守るための取り組みは、社会
教育の中にこそ反映を。本区での
戦後教育、意識啓発の実情を問う。

誰もが利用しやすい病後児保育
問 �（１）病後児保育利用料について、所
得に応じた減免を。（２）現状は施
設ごとに電話問い合わせが必要な
病後児保育と一時保育。予約状況
をまとめたネット予約システムの導
入を。

不登校児童・生徒への対応
問 �目黒区立小・中学校の不登校は増
加している。令和元年度文部科学
省調査で、全国の児童・生徒のうち
９０日以上長期欠席者も全体の
５５％と深刻だ。（１）不登校対応の
目指す姿について伺う。（２）不登
校中の子と親とのコミュニケーショ
ンの状況を伺う。（３）登校できず

耐震化助成制度の拡充を
問 �（１）木造住宅の耐震助成について、
２０００年以前の新耐震基準の建物
も対象にするとともに、耐震診断助
成については全額助成へと戻すべ
きだが伺う。（２）木密地域に限られ

日の学校開校日と夏休み期間に限
られているが、他区では半数以上
が冬休み・春休みや学校行事の代
休日にも実施できている。目黒区
の学童待機児童数が3年後にピー
クを迎えると予測される中、冬休
み・春休みや代休日にもランランひ
ろばを実施し、年間を通じて安定し
た子どもの遊び場を確保できない
か。

区長　実施日の拡大にあたっては、活
動場所について、学校との調整や実施
日拡大に向けた事業者との調整など、
安定的な運営に向けて課題の検討を進

問 �庁舎にて半旗・弔旗掲揚するのは
何の日か。また「東京都平和の日」
ほか、半旗掲揚しない理由、黙とう
を捧げる意味・整合性を問う。

区長　終戦の日の８月１５日と東日本大
震災の発生日の３月１１日に、国からの
依頼等の趣旨を踏まえて実施の判断を
している。
問 �自治体が主体的に社会意識を涵養

を確認しているか。常勤以外の職
員等についても一定確認すべきだ
がいかがか。

区長　区の常勤職員の場合は欠格条
項（※１）により犯罪歴などがないかどう
かの確認をしている。会計年度任用職
員の場合には、確認までは行っていな
いが、欠格条項にあたらないことが採
用申し込みの条件になっている。
図書貸し出しをカードレスで
問 �図書館カウンターで、貸出券の代
わりにスマートフォン等で図書を借

が課題となっている。（３）区長部局を
含む関係機関とも連携しながら、一人
一人の状況に応じた支援を進める。
子どもの弱視早期発見
問 �眼鏡などを使っても十分な視力が
得られない弱視の子は、国内に５０
人に１人。６歳までの早期発見・治
療は欠かせない。弱視の発見は３
歳児健診時の屈折検査が有効だ
が、検査機器の導入について、所
見を伺う。

区長　検査体制および環境整備を検討
している。専用の検査機器を用いた屈
折検査は、できるだけ早期に開始する。

とせず、新耐震木造住宅検証法を周知
する。木造住宅の耐震診断は、全額助
成に戻さない。（２）これまでどおり、木
造住宅密集地域を対象として重点的に
進めていく。
住宅リフォーム工事費助成の拡充を
問 �住宅本体だけでなく、外構部分や
門扉、車庫、住宅と直結している店
舗、事業所も助成対象とすべきだ
が、いかがか。

区長　居住環境に直接関係しない外構

区長　国の高等学校等就学支援金制
度改正や、目黒区奨学資金制度の課題
を踏まえ、高校進学を控えた子育て家
庭への財政支援という側面だけでなく、
次代を担う子どもたちへの支援という
視点から、制度の再構築を図っていく。
ランランひろば（※３）の実施日拡大を
問 �区内約半数の小学校で実施してい
るランランひろばは、実施日が平

区長　毎年さまざまな平和記念事業を
行っている。引き続き、平和教育や平和
に関する意識の啓発・醸成への取り組
みを、工夫しながら進めていく。

区長　（１）低所得世帯への減免措置等
の負担軽減策について検討する。（２）
予約システムの導入について前向きに
検討する。
子どもの性被害防止の取り組み強化
問 �教職員等の採用時に、過去のわい
せつ事案など賞罰や懲戒免職歴等

に中学を卒業した生徒のその後の
状況を伺う。

教育長　（１）児童・生徒一人一人の状
況や課題に合わせて、教育相談員、ス
クールカウンセラー（※１）、スクールソー
シャルワーカー（※２）、そしてめぐろエ
ミールの専門性を生かした効果的な支
援を進める。�（２）親の叱責、親の言葉・
態度への反発、親の過干渉・放任など

ている感震ブレーカー（※１）の助成
対象を区内全域に広げるべきだ
が、いかがか。

区長　（１）旧耐震基準で建築された木
造住宅の耐震化促進を着実に進めてい
くため、新耐震木造住宅は助成の対象

めている。他区の事例等も参考にしな
がら、引き続きランランひろば事業の
拡充に向けて検討を進める。

することは可能である以上、今一
度その象徴と意味付けの一致を図
ることが肝要。また、出征先での本
区出身の戦没者（数）は、区内で戦
災にあった方々同様に把握するた
めの試みを。

区長　現状、目黒区民の戦没者・人数
を把握することは、難しい。

りられる機能を加えてはいかがか。
教育長　スマートフォンなどの端末に
各自の貸出券を表示できる新たな機能
を加え、図書貸し出しのカードレス対応
が行えるよう、年度内の実施に向けて
準備を進めている。

部分や店舗等を対象とすることは助成
制度の趣旨から外れることから、助成
対象としない。

《用語解説》
※1��スクールカウンセラー　臨床心理
に関し専門的な知識と経験を有し、
心の専門家として助言・援助を行う
者。

※2��スクールソーシャルワーカー　教
育分野と社会福祉等の知識や技術
を有し、問題を抱えた児童・生徒が
置かれた環境へ働き掛けたり、関係
機関等とのネットワークを活用した
りするなど、課題解決を図るコー
ディネーター的な役割を担う者。

《用語解説》
※1��感震ブレーカー　地震で規定値以
上の震動を感知したときに、電気を
自動的に遮断し、電気機器等からの
出火を防ぐ器具。

《用語解説》
※1��欠格条項　地方公務員法第１６条の
こと。該当する場合は、職員になる
ことや採用試験を受けることができ
ない。

《用語解説》
※1��目黒区奨学金制度　私立高校への
入学資金を最大30万円まで貸与す
る制度。

※2��給付型奨学金　返済の必要がない
奨学金。

※3��ランランひろば　小学校の校庭や
体育館、特別教室等を活用し、放課
後や夏休みに職員の見守りの中で
自主遊びや自主学習を行うことがで
きる居場所を提供する事業。
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